道志村水源の郷づくり推進事業助成金要綱

（目的）

第１条　この要綱は、村の基本理念である「日本一の水源の郷をめざして」を実現するために、住民自らが創意と意欲により、住民の主体的なむらづくりをめざし、また、新たな産業の創設など地域活性化に取り組む団体等への支援を行う助成金について、道志村補助金等交付規則（昭和５１年道志村規則第６号）によるほか、この要綱の定めるところによる。

（助成金の対象団体）

第２条　この要綱による道志村水源の郷づくり推進事業助成金（以下「助成金」という。）の対象となる地域の団体等は、次の各号に定めるところによる。

（１）村民が主体的に構成する団体で、この助成金の目的を達成することができると村長が認める団体

（２）その他道志村を活動拠点とする道志村の活性化のための活動の推進を図る団体で、村長が認める団体

（助成金の基準）

第３条　助成金は、団体が行う事業に対し助成するものとし、毎年度、予算の範囲内で助成する。

２　助成金の対象となる事業及び助成基準は、別表１「地域ふれあい活動支援」、及び別表２「地域産業活性化チャレンジ支援」のとおりとする。

（責務）

第４条　助成を受けようとする者は、法令等の定め及び交付の目的に従って適正に事業を行わなければならない。

（助成金の交付の申請）

第５条　助成金の交付を受けようとする者は、その目的及び内容その他必要事項を記載した申請書（様式１）に必要書類を添えて、当該年度の５月末日までに、村長に提出しなければならない。

（助成金の決定）

第６条　村長は、助成金の交付の申請があったときは、第７条により設置された審査委員により、事業内容が本要綱に適合しているか審査し決定する。

２　同一団体による助成は、最大３年間までとする。

（審査委員会の設置）

第７条　助成金の交付に当たり、第６条の審議をするため、助成金審査委員会（以下「審査会」という）を置く。
２　委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。

３　審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により決める。

４　委員は５名以内とし、有識者を選任する。

５　審査会は公開を原則とする。

６　審査会の事務局は、道志村役場まちづくり調整室に置く。

（実績報告書及び公開）

第８条　事業者は、事業が終了した時は、助成金実績報告書（様式２）を速やかに写真等別に定める書類を添えて、村長に報告しなければならない。

２　実績報告書は、公開できるものとする。ただし、個人情報に係る事項については公開しないものとする。
（助成金の取り消し）

第９条　村長は、助成金の交付を受けた団体が次の各号に該当するときは、助成金の交付の取り消し、又は、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

（1） 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

（2） 助成金を目的以外に使用したとき。

（3） その他この要綱に違反したとき。

（補則）

第１０条　この要綱で定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附　則

　この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。
	
	区　　分
	対　　象　　事　　業
	補助基準

	地域ふれあい活動支援
	地域環境美化関連
	・集落内の道路、公共施設の美化事業

・公衆衛生事業等

・河川及び自然環境の保全事業

・森林の整備保全事業

・花いっぱい事業

・その他地域環境美化事業


	限度額１０万円

会議費（簡単なお茶菓子程度）・講師謝礼・図書費・原材料費・事務用品など


	
	地域文化創造関連
	・地域の伝統文化芸能、祭りのための事業

・スポーツレクレーション等の事業

・その他地域文化振興のための事業


	

	
	青少年育成地域福祉・子育て関連

	・子育て事業

・子供の行う地域への参加事業

・福祉・介護関係事業

・その他地域福祉活動のための事業
	

	別表２

	
	区　　分
	対　　象　　事　　業
	補助基準

	地域産業活性化チャレンジ支援
	地域産業活性化関連

	・地域特産物の開発事業

・農林魚業等の新製品等の開発事業

・農林漁業関連の企業化事業

・新エネルギ－の活用

・商工観光に関わる新たな産業の振興事業

・その他新たな起業家の支援


	事業費の３分の２以内で限度額３０万円

会議費（簡単なお茶菓子程度）・講師謝礼・図書費・原材料費・事務用品など



別表１
様式１

年　　月　　日

道志村長　　　　　　　　様

申請者　住所

団体名

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

道志村水源の郷づくり推進事業助成金申請書

　　　　　年度において、道志村水源の郷づくり推進事業助成金の交付を受けたいので、
下記のとおり、申請します。

	助成申請金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円


　

１　事業計画書

	事業種目
	１．地域ふれあい活動支援　２．地域産業活性化チャレンジ支援

	事業内容
	（目的）

（内容）

	事業の実施時期
	平成　　　　年　　　　月　～　平成　　　　年　　　　月


２　収支予算書

	収　入
	区　　　分
	金　　額
	説　　　　明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合　　　計
	
	

	支　出
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合　　　計
	
	


３　構成員名簿（別紙で添付のこと・様式自由）

４　助成金振込先

（　　　　　　　　銀行・信金・信組）（　　　本店・支店）（口座番号　　　　　　　　　　）
　（口座名義　　　　　　　　　）

※　用紙の不足する場合は適宜追加すること。

様式２

年　　月　　日

道志村長　　　　　　　　　様

申請者　住所

団体名

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

道志村水源の郷づくり推進事業助成金実績報告書
年度において、道志村水源の郷づくり推進事業助成金の事業が、下記のとおり
終了しましたので、次のとおり報告します。

　　１　事業報告書

	助成金額
	金　　　　　　　　　　　　　　　　円

	事業種目
	１．地域ふれあい活動支援　２．地域産業活性化チャレンジ支援

	事業実績
	

	事業の実施時期
	平成　　　　年　　　　月　～　平成　　　　年　　　　月


２　収支精算書（支出については領収書を添付のこと）
	収　入
	区　　　分
	金　　額
	説　　　　明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合　　　計
	
	

	支　出
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合　　　計
	
	


　　３　事業写真

　４　その他事業の様子がわかる書類

※　用紙の不足する場合は適宜追加すること。



















































